




















協定制度等の取り組み

官民連携によるエリアマネジメント方針等

道路占用許可
特例（都市再生
特別措置法46
条10項）

都市再生整備
歩行者経路協
定（都市再生特
別措置法46条
12項）

都市利便増進
協定（都市再生
特別措置法46
条13項）

河川敷地占用
許可（河川敷地
占用許可準則
22）

1 H27 ～H31 ・姫路市 ○
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3

4

5

6

7

8

事業
事業の目的/事業によって解決される課

題

活用する制度

事業期間 事業主体(占用主体）

●サイクルステーション（自転車駐車器具）の整備
民間企業（コミュニティサイクル運営事業者）および姫路市が中
心となって下記に取り組む。
・コミュニティサイクルのサイクルステーション（自転車駐車器具）
を姫路市が整備し、管理運営を民間事業者へ業務委託し共同
で行う。

都心部の回遊性の向上による賑いの創
出に加え、まちの良質な景観の形成と放
置自転車の解消による安全性の向上を
図る。



制度別詳細1（道路占用に関する事項）　都市再生特別措置法46条10項

道路交通環境の維持
及び向上を図るための措置

1 コミュニティサイクルステーション
・サイクルステーション（自転車駐車器具）の管理、周辺の清掃を行う。
・サイクルステーション周辺の歩道上に違法駐輪が起きないよう、注意
　喚起を徹底するとともに、適宜再配置を行う。
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制度の活用計画

占用の場所

道
路
占
用
許
可
特
例
対
象
施
設

・路線名
・大手前通り歩道部　2箇所
（①姫路市南町68番地先）
（②姫路市呉服町473番地先）
・高尾線歩道部
（③姫路市西駅前町88番地先）
・飾磨幹線歩道部
（④姫路市南駅前町100番地先）



制度別詳細１-１-①（道路占用に関する事項）

制度別詳細【道路占用許可基準の特例】
制度を活用して整備・設置する施設等の配置を示す地図

CCCC

SSSS

コミュニティサイクルステーション

自転車駐車器具

①大手前通り歩道部

（南町68番地先）

＜凡例＞

（道路占用許可特例の対象となる施設）

：ｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝ（自転車駐車器具）
CCCC

SSSS



制度別詳細１-１-②（道路占用に関する事項）

制度別詳細【道路占用許可基準の特例】
制度を活用して整備・設置する施設等の配置を示す地図

CCCC

SSSS

コミュニティサイクルステーション

自転車駐車器具

②大手前通り歩道部

（呉服町473番地先）

＜凡例＞

（道路占用許可特例の対象となる施設）

：ｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝ（自転車駐車器具）
CCCC

SSSS



制度別詳細１-１-③（道路占用に関する事項）

制度別詳細【道路占用許可基準の特例】
制度を活用して整備・設置する施設等の配置を示す地図

CCCC

SSSS

コミュニティサイクルステーション

自転車駐車器具

③高尾線歩道部

（西駅前町88番地先）

＜凡例＞

（道路占用許可特例の対象となる施設）

：ｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝ（自転車駐車器具）
CCCC

SSSS

高尾線



制度別詳細１-１-④（道路占用に関する事項）

制度別詳細【道路占用許可基準の特例】

　

制度を活用して整備・設置する施設等の配置を示す地図

CCCC

SSSS

コミュニティサイクルステーション

自転車駐車器具

④飾磨幹線歩道部

（南駅前町100番地先）

＜凡例＞

（道路占用許可特例の対象となる施設）

：ｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝ（自転車駐車器具）
CCCC

SSSS



制度別詳細１-２-①（道路占用許可基準の特例）：自転車駐車器具

制度別詳細【道路占用許可基準の特例：自転車駐車器具】
制度を活用して整備・設置する施設等のイメージ

①大手前通り歩道部

（南町68番地先）

コミュニティサイクルステーション

自転車駐車器具

※写真はイメージ

店舗

＜凡例＞

道路占用許可の特例を

活用する予定の区域

街路灯

街路樹

大
手
前
通
り

7.0m



制度別詳細１-２-②（道路占用許可基準の特例）：自転車駐車器具

制度別詳細【道路占用許可基準の特例：自転車駐車器具】
制度を活用して整備・設置する施設等のイメージ

②大手前通り歩道部

（呉服町473番地先）

コミュニティサイクルステーション

自転車駐車器具

※写真はイメージ

＜凡例＞

道路占用許可の特例を

活用する予定の区域

植栽帯 6.5m



制度別詳細１-２-③（道路占用許可基準の特例）：自転車駐車器具

制度別詳細【道路占用許可基準の特例：自転車駐車器具】
制度を活用して整備・設置する施設等のイメージ

③高尾線歩道部

（西駅前町88番地先）

コミュニティサイクルステーション

自転車駐車器具

※写真はイメージ

＜凡例＞

道路占用許可の特例を

活用する予定の区域

高尾線

2.0m

12.0m
5.5m

11.3m

（歩道）



制度別詳細１-２-④（道路占用許可基準の特例）：自転車駐車器具

制度別詳細【道路占用許可基準の特例：自転車駐車器具】
制度を活用して整備・設置する施設等のイメージ

④飾磨幹線歩道部

（南駅前町100番地先）

コミュニティサイクルステーション

自転車駐車器具

※写真はイメージ

＜凡例＞

道路占用許可の特例を

活用する予定の区域

植栽帯

分電盤

2.0m
5.2m

6.0m

（歩道）





1.歩行者・自転車通行量 （人/日） 63,639 （H26年度） → 83,700 （H31年度）

2.鉄道乗車人員の増加 （人/日） 63,236 （H25年度） → 66,345 （H31年度）

3.交通混雑の解消 （台/ﾋﾟｰｸ） 222 （H24年度） → 155 （H31年度）

　姫路駅周辺地区（第２期）（兵庫県姫路市）　整備方針概要図

目標
世界文化遺産・姫路城を擁する中核市および西播磨テクノポリスの母都市にふさ

わしい、賑わいと感動あふれる姫路駅周辺の再生

代表的な

指標

基幹事業

提案事業

関連事業

凡 例

姫路城跡

■基幹事業 高次都市施設
イベントゾーン整備事業■基幹事業 土地区画整理事業

駅南土地区画整理事業
（姫路駅南西地区）

○関連事業 土地区画整理事業
姫路駅周辺土地区画整理事業

○関連事業 道路
ＪＲ姫路駅東側自由通路整備事業

JＲ山陽新幹線

□提案事業 まちづくり活動推進事業
コミュニティサイクル社会実験
※道路占用特例適用箇所

□提案事業 事業活用調査
事業効果分析

■基幹事業 高質空間形成施設
姫路駅南駅前広場再整備事業

□提案事業 まちづくり活動推進事業
大手前通り（十二所前線以北）
整備検証社会実験

ＪＲ山陽本線

■基幹事業 地域生活基盤施設
姫路駅東地区歩行者デッキ整備事業

山陽電鉄線

○関連事業 効果促進事業
コミュニティサイクル事業

JR姫新線

□提案事業 地域創造支援事業
駅南土地区画整理事業
（姫路駅南西地区）

■基幹事業 高質空間形成施設
大手前通り（十二所前線以北）
再整備事業


